
＜推進主体の業務＞ 
  ・再エネ発電事業の企画・開発       → ノウハウの蓄積により継続的な展開 
  ・再エネ発電事業への投資         → 自ら資金調達 

＜現状と課題＞ 
◆７月から固定価格買取制度が施行され、当初３ヶ年は事業者優
遇の買取価格として設定。 → 再エネ導入促進のチャンス 

◆県外資本による事業化では、地域へのメリットが限定的。（植民地
型再エネ事業） 

◆再エネ事業への県民の意識が高まっているが、事業化を進める
知識やノウハウを持った人材が不足している。 
◆再エネ事業は、県内企業単独では発電事業の展開に限界がある。 
◆やる気のある市町村もあるが、経験が無く事業化の実現が難しい。 

＜目指すべき姿＞ 
◆地域資源を生かして地域に利益を還流させる仕組みづくり（県内
の資金を活用した再エネ事業を展開） 
 

◆推進主体を核として、新エネルギービジョンや産業振興計画の実
現 
 

＜取組の方向性＞ 
     市町村等を中心とした地域主導型の発電事業主体による展開が必要 

県内民間企業単独では、発電事業の展
開に限界がある。 

◆地域主導による発電事業主体による展開を支援するという 
公的目的をもった推進主体が必要 

 ・県内企業による受注、出資 → 事業への参画機会の拡大 
 ・収益の地域への分配  → 地域経済の活性化 
 ・公的に事業体の自己資金を確保 → 再エネの導入促進 

民間事業者が主体の場合、地域へのメリットが限
定的（土地使用料、固定資産税） 

・企画開発部門を担うことで導入
促進と再エネ事業への参画希望
自治体等への支援 

地域にメリットのある再エネ発電事業の展開 
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【事業展開イメージ】 

太陽光１ 
（SPC） 

太陽光２ 
（SPC） 
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地域金融機関 

 

融資 

小水力発電事業 

風力発電事業 

地域資源を最大限活用して得られる利益を地域に還元する事業として、まずは比較的大規模な
太陽光発電事業を展開し、蓄積した事業ノウハウ等を順次小水力発電や風力発電に展開する。 

 
市町村等 

 

地域主導による 
発電事業化を支援 

まずは、大規模太陽光発電に着手。中山間等の中小
規模の太陽光発電も開発。 

太陽光発電事業で蓄積した事業ノウハウを順次小水
力発電や風力発電に展開。 

推進主体 
 

県または 
県が支援する組織 

・候補地での企画開発 
・事業性の検討 
・事業資金の調達支援 
・市町村との調整 
・発電事業会社（SPC)の設立支援 
 

利益の還元 

出資 
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推進主体 

ファイナンシャル 
アドバイザー 

技術コンサル 
発電事業会社
（SPC） 

ＥＰＣ企業※１ 

地権者 

経理事務受託者 

Ｏ＆Ｍ企業※２ 

保険コンサル 
損害保険会社 

電力会社 

市町村等 

【SPCのイメージ】 

建設工事請負契約 

運営保守委託契約 

財務経理委託契約 

用地賃貸借契約 

損害保険契約 

業務委託契約 

業務委託契約 

業務委託契約 

電力需給契約 

出資 出資 

※１ ＥＰＣとは、エンジニアリング（Engineering）、資機材調達Procurement）、建設工事（Construction）の略。プラント建設時に 
  建設工事の請負業者に求められる役務範囲を指す。 

※２ Ｏ＆Ｍとは、運転（Operation）、維持管理（Maintenance）の略。 

金融機関 融資 



○事業展開スケジュール案

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

市町村 

説明会 

候補地選定 

 

可能性検討 

9月議会 12月議会 

方針の決定 
推進主体の 

あり方検討 

推進主体の組織化 
 

関連事業の予算化 

2月議会 

建設工事 

 

系統連系工事 

発電開始 

市町村との調整 

金融機関との事前調整 

SPC設立準備 

SPC 

設立 

金融機関との調整 

システム設計 

設備認定 

特定契約 
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